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児童憲章 制定日 昭和26年 5月 5日 
制定者 児童憲章制定会議 (内閣総理大臣により招集。国民各層・各界の代表で構成。)

IV

資料編

　われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対す
る正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるた
めに、この憲章を定める。

児童は、人として尊ばれる。  
児童は、社会の一員として重んぜられる。  
児童は、よい環境の中で育てられる。

一　すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育て
られ、その生活を保障される。

二　すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術
をもつて育てられ、家庭に恵まれない児童には、こ
れにかわる環境が与えられる。

三　すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えら
れ、 また、疾病と災害からまもられる。

四　すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社
会の一員としての責任を自主的に果たすように、み
ちびかれる。

五　すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶよ
うに、みちびかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。 

六　すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十
分に整つた教育の施設を用意される。 

七　すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられ
る。 

八　すべての児童は、その労働において、心身の発育が
阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また、
児童としての生活がさまたげられないように、十分
に保護 される。

九　すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、
悪 い環境からまもられる。

十　　すべての児童は、虐待・酷使・放任その他不当な
取扱からまもられる。あやまちをおかした児童は、
適切に保護指導される。

十一　すべての児童は、身体が不自由な場合、または精
神 の機能が不充分な場合に、適切な治療と教育と
保護が与えられる。

十二　すべての児童は、愛とまことによつて結ばれ、よ
い国民として人類の平和と文化に貢献するように、
みちびかれる。
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第六節◆ 児童委員

第十六条 市町村の区域に児童委員を置く。 
②　民生委員法 ( 昭和二十三年法律第百九十八号 ) に

よる民生委員は、児童委員に充てられたものとする。 
③　厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委

員を指名する。 
④　前項の規定による厚生労働大臣の指名は、民生委員

法第五条の規定による推薦によって行う。  

第十七条 児童委員は、次に掲げる職務を行う。 
　一　児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環

境の状況を適切に把握しておくこと。 
　二　児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福

祉に関し、サービスを適切に利用するために必要
な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと。 

　三　児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業
を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活
動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を
支援すること。

　四　児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う
職務に協力すること。

　五　児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努める
こと。 

　六　前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童
及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行う
こと。

児童福祉法 (第六節『児童委員』部分のみ抜粋 ) 公　　布 昭和22年12月12日法律第164号 
最終改正 平成28年 6 月 3日法律第65号

②　主任児童委員は、前項各号に掲げる児童委員の職務
について、児童の福祉に関する機関と児童委員 （主
任児童委員である者を除く。以下この項において同
じ。) との連絡調整を行うとともに、児童委員の活
動に対する援助及び協力を行う。 

③　前項の規定は、主任児童委員が第一項各号に掲げる
児童委員の職務を行うことを妨げるものではない。 

④　児童委員は、その職務に関し、都道府県知事の指揮
監督を受ける。  

第十八条  市町村長は、前条第一項又は第二項に規定す
る事項に関し、児童委員に必要な状況の通報
及び資料の提供を求め、並びに必要な指示を
することができる。

②　児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産
婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄
する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、
併せて意見を述べなければならない。 

③　児童委員が、児童相談所長に前項の通知をするとき
は、緊急の必要があると認める場合を除き、市町村
長を経由するものとする。 

④　児童相談所長は、その管轄区域内の児童委員に必要
な調査を委嘱することができる。

第十八条の二　都道府県知事は、児童委員の研修を実施
しなければならない。

第十八条の三　この法律で定めるもののほか、児童委員
に関し必要な事項は、命令でこれを定
める。
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児童委員の活動要領 平成16年11月8日改正
 (厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知 )

第 1 ◆ 児童委員の任務と心構え 

❶ 児童委員の任務
(1) 地域における活動の推進
　児童、妊産婦、母子家庭等の福祉の増進に関する地域の自
主的な活動の中心として、住民、団体と協力してその推進を
図り、児童福祉施設、地域において児童の健全育成を行う者
等と連携し、これを支援するとともに、児童の健やかな育成
に関する気運の醸成に努める。
 
(2) 関係機関との連携・協力
　児童、妊産婦、母子家庭等の福祉の増進に関し、都道府県、 
市区町村、児童相談所、福祉事務所、保健所等の関係機関と
連携し、その業務に積極的に協力する。なお、児童委員はそ
れぞれ区域を担当するものとされているところであるが、そ
の担当区域をまたがる事案については、当該区域を担当する
児童委員と連携・協力する。

❷ 児童委員の心構え
(1) 使命の重要性の認識と知識、技術の向上
　地域における児童、妊産婦、母子家庭等の福祉の増進を図
るという任務にかんがみ、その使命の重要性について認識を
深めるとともに任務の遂行に必要な福祉に関する制度、サー
ビスについての知識、相談等についての技術を高める。

(2) 住民、関係機関との円滑な関係
　地域住民、団体、関係機関等との良好な関係を維持するこ
とにより、円滑かつ効果的な活動を行うことができる基盤を
つくる。

(3) 誠意と奉仕の精神
　問題を客観的、総合的に把握し、適切な判断に基づく支援
が 進められるよう、市区町村、児童相談所、福祉事務所、保
健所等の関係機関と連携しつつ、誠意と奉仕の精神をもって
適切に対処する。

(4) 住民の立場に立った活動
　支援を必要とする児童、妊産婦、母子家庭等の人権を尊重
し、児童及び保護者の立場に立ち、その立場を理解し、お互
いの信頼関係を基礎に支援することを原則とする。また、職
務上知り得た秘密が十分保護されるよう留意しながら、社会
福祉及びその他の多様な社会資源の提供に努める。

第 2 ◆ 児童委員の活動 

❶ 実情の把握と記録
(1) 地域の実情の一般的把握
　児童委員は、市区町村、児童相談所、福祉事務所、保健所
等と連携する等の方法により、地域住民の生活実態等を適切
に把握しておく。併せて、児童委員制度を周知すること等に
より、 地域の実情が的確に把握できるよう努める。

(2) 具体的問題の把握
　担当地域において保護を必要とする児童、妊産婦、母子家
庭等の発見に努め、その抱える問題を的確に把握する。また、 
市区町村長、児童相談所長、地域の関係機関等から調査等を
依頼された場合においては、的確に実情を把握し、依頼者に
対し報告する。

(3) 記録とその活用
　把握した問題、状況等について、その後の児童委員活動に
活用するため、別添の児童票 (略) を参考に正確に記録を行
うよう努める。
　なお、個人の秘密の保持には十分留意する。

❷ 相談・支援
　担当区域内の児童、妊産婦、母子家庭等について相談に応
じ、それぞれの抱える問題に応じて利用し得る制度、施設、
サービス等について助言し、問題の解決に努める。特に専門
的な判断、治療、処遇等を必要とする問題については、速や
かに適切な関係機関の援助が受けられるよう連絡・調整を行
う。
　相談・支援の代表的な事例としては、次のようなものがある。

(1) 手当等の受給、貸付金の借受に関する事実確認と支援
　児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、福祉手当、
母子福祉資金貸付金等の制度の周知に努めるとともに、これ
らの手当等の受給、借受に当たって必要とされる事実確認を
依頼されたときは、これに協力するとともに、これらの手当
等の適正な受給等につき、関係の職員や相談員と協力して支
援を行う。

(2) 保護を必要とする児童等に対する助言、支援
　担当地域の保護を必要とする児童及びその保護者、妊産婦、 
母子家庭等に対して、それぞれの抱える問題に応じて利用し 
得る施設やサービス等について助言するとともに、必要に応 
じて関係機関の援助が受けられるよう、支援を行う。特に児 
童に関する専門的な相談・指導が必要と考えられる場合につ 
いては、児童相談所との連絡・調整を行う。 



I
子
ど
も
・
子
育
て
家
庭
を
め
ぐ
る
動
向

II
児
童
委
員
、
主
任
児
童
委
員
に
期
待
さ
れ
る
役
割

III
民
児
協
と
し
て
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
活
動

IV
資
料
編

29

(3) 委託による指導
　都道府県知事又は児童相談所長の措置により、児童やその 
保護者の指導が委ねられたときは、当該関係機関から指導上 
の資料を得て、それを参考に指導する。

(4) 施設に入所中の児童の家族等及び 
　   施設から退所した児童等に対する支援
　児童福祉施設に入所中の児童の家族等について、また施設
から退所する児童及びその家族等について施設長、児童相談
所長等から連絡があったときは、その児童及び家庭の状況に
留意し、 学校等の関係機関と連絡を密にして、その保護、支
援に努める。

(5) 里親の開拓への協力
　里親制度の周知を図り、里親となることを希望する者を適
宜児童相談所等に連絡するなど、里親の開拓に協力する。

(6) 妊産婦、乳幼児の保護者に対する助言
①妊婦に対し、妊娠の届出や母子健康手帳の活用について助

言するとともに、妊娠中及び産後の定期的な保健指導を受
けるよう勧奨する。

②市区町村及び保健所における健康診査、健康相談、訪問指
導等の活用について助言する。

❸ 児童の健全育成のための地域活動
　地域において児童の健全育成を行う者等と連携し、次のよ
うな活動を行い、児童の健全育成のための地域活動に対する
地域住民の参加を促進し、児童の健やかな育成に関する気運
の醸成に努める。

(1) 児童の健全育成のための地域活動の促進
①児童館、母親クラブ、放課後児童クラブ、子育てサークル、 

子ども会等、児童の健全育成に関する活動に対し援助・協 
力する。また、地域におけるボランティア活動への児童の 
参加を促進・支援する。

②児童虐待防止ネットワークや少年サポートチームの活動に 
対し、進んで参加するとともに、地域における健全育成関 
係の協議会等へ積極的に関与する。

③地域における子育て支援活動を推進するため、市町村等の
行う子育て支援における総合的なコーディネート業務や、
保育所等を拠点とした地域における子育てネットワークづ
くりの促進のために必要な援助・協力を行う。

(2) 母子保健組織の育成等
　地域母子保健組織、 愛育班等の活動の推進に努めるととも 
に、それらの行う保健活動に対し援助・協力する。

(3) 児童福祉文化財の健全化と地域環境の浄化
①児童福祉文化財の健全化を図るため、都道府県及び市町村 

児童福祉審議会の推せん、勧告の機能が活発に発揮される 

よう地域の具体的資料を収集し、関係機関に提供する。
②俗悪な広告や成年向け雑誌の自動販売機等について必要が 

ある場合には、関係機関の助言を得つつ、その経営者等に 
対し撤去等を要請する等地域の環境の改善、浄化に努める。

(4) 施設の設置及び児童の居場所の確保の促進等
　児童の居場所の確保のため、児童館、放課後児童クラブ等 
の設置等について住民及び関係機関と協議を行い、地域の実 
情に応じ、その設置等を促進する。

(5) 事故等の防止
　交通事故をはじめ、家庭内外の事故や犯罪から児童を守る 
ため、家庭及び地域の環境が危険な状態のまま放置されるこ 
とのないよう地域住民等の注意を喚起し、危険な環境の排除 
又は改善に努める。
  また、児童の自殺の問題についても、児童相談所、福祉事 
務所、学校等の関係機関と密接な連携をとり、自殺の未然防 
止に努める。

(6) 児童の非行防止
　喫煙、飲酒、家出、性的非行、暴走運転、脅迫、窃盗、暴行、
放火等児童の非行や犯罪の早期発見と未然防止を図るため、
そのおそれのある児童の把握とその補導、更生に努める。ま 
た、学校、PTA、補導団体、警察、町内会、自治会等との密 
接な連携のもとに、児童をとりまく家庭及び地域環境の改善、 
整備に努める。

❹ 児童虐待への取組み
　近時、児童虐待による死亡事件が後を絶たず、また、児童
相談所等に対する虐待の相談件数も増加の一途をたどってい
ることから、児童虐待防止対策についての積極的な活動を行
う。

(1) 発生予防
　子育て中の保護者等の身近な相談者、聞き役、支え役とし
て、 子育てに関する相談に応じるとともに、地域の子育て支
援活動への参加・協力を行いながら子育て中の保護者等に対
し当該活動への参加を勧奨し、関係機関と連携を図りながら
保護者等を支援すること等により、児童虐待の発生を予防す
る。

(2) 早期発見・早期対応
　児童の福祉に職務上関係のあることを認識し、地域住民、
関係機関等と密接に連携して児童虐待の早期発見に努め、こ
れを発見した場合においては、児童福祉法第25条及び児童
虐待の防止等に関する法律第６条に基づき速やかに通告を行
い、児童相談所、福祉事務所等の関係機関との連携により早
期対応を図る。なお、児童福祉法第29条及び児童虐待の防
止等に関する法律第 9 条に基づく立入調査の実施に当たっ
て関係機関から協力依頼を受けた場合は、積極的に情報提供
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を行う等これに協力すること。

(3) 再発防止
　市区町村、児童相談所、福祉事務所、保健所等の関係機関
と連携し、一時保護所、児童養護施設等の退所後等について
も、 定期的な相談や地域で見守りを行うなどにより児童虐待
の再発防止やフォローアップを行う。

(4) 児童虐待防止ネットワークへの参画
　住民に最も身近な市区町村において、子ども・家庭に関わ
る多くの機関が参加する虐待防止ネットワークに積極的に参
画する。

❺ 意見具申
(1) 市町村長等から意見を求められた場合の意見具申
　法令、通達の定めるところにより児童等に係る措置、それ 
に要する費用負担等について、都道府県知事、市町村長等か 
ら意見を求められたときは、事実に基づき児童等の福祉増進 
の観点から適切な意見を述べこれに協力する。

(2) 自発的な意見具申
　児童等に関する施策及びその実施について児童等の福祉の 
増進の観点からその改善が必要と思料する場合は、児童委員 
協議会又は主任児童委員を通じて関係機関に対し、建設的な 
意見を提出する。

❻ 連絡通報
　保護者のいない児童、虐待を受けていると思われる児童、
母子生活支援施設等による保護を必要とする母子家庭等、保 
護の必要な児童、妊産婦、母子家庭等を発見又は発見した者 
から通告の依頼を受けたときは、その問題の所在、背景等を 
速やかに市区町村、児童相談所、福祉事務所、保健所等適切 
な機関に連絡通報する。
　児童、妊産婦、母子家庭等に関し、必要な事項の状況を児 
童相談所長に通知するときは、原則として市区町村長を経由 
するものであるが、児童虐待のおそれがあるなど直ちに児童 
相談所の対応が必要と認められる緊急の場合には、児童相談 
所長に直接通知し、その後速やかに市区町村長に報告する。

第 3 ◆ 主任児童委員の活動

　主任児童委員は民生委員・児童委員のなかから指名され、
児童福祉に関する事項を専門的に担当するものとされており、
原則として区域を直接担当しない取扱いとされているが、地
域で発生する個別事案についても、当該区域を担当する児童
委員と適宜連携を図り、積極的に対応することが求められて
いる。主任児童委員として、児童委員の活動のほか、以下に
掲げる事項について活動することが求められている。

❶ 関係機関と児童委員との連携
　市区町村、児童相談所、福祉事務所、保健所、学校、教育
委員会等の関係機関との連絡を密接にし、児童及び児童を取
り巻く家庭環境・社会環境について児童委員と連携して詳細
な情報収集を行う。
　また、地域における児童健全育成事業や母子保健活動等の 
推進に関しては、関係機関、特に児童館活動や母親クラブ等 
の関係者と密接に連携し、さらに健やかに子どもを生み育て
る環境づくりに関しては、地域ぐるみで子育てを行うための
啓発活動を企画し、活動の実施に当たっては、その中心的役
割を果たし、関係機関及び児童委員と連携して積極的に活動
する。

❷ 児童委員への援助・協力
　市区町村、児童相談所、福祉事務所、保健所等の関係機関 
からの個別事案にかかる調査・支援等の依頼については、原
則として児童委員に対して行われるものであるが、この活動
に対し積極的に援助・協力するものであること。
　また、個別事案を扱う必要がある場合においては、当該区
域を担当する児童委員と調整・相談のうえ、協力して、これ
を行うものであるが、緊急を要する等事案の内容によっては、
当該区域を担当する児童委員と連絡・調整を図りながら、主
任児童委員が主体的に当該事案を扱うことも必要であること。

❸ 民生委員としての活動
　主任児童委員は、生活保護法、身体障害者福祉法、老人福
祉法などの行政事務への協力に関しては、制度の周知徹底等
を行うにとどめ、主任児童委員としての活動を実施すること
に伴い、 これら法律に基づく個別世帯に対する援助・協力等
が必要となることを発見した場合には、速やかに当該世帯が
生活する区域を担当する民生委員に連絡し、必要な援助・協
力等を要請し、自らは個別世帯に対する援助・協力等は行わ
ないことを原則とする。

第 4 ◆ 児童委員協議会

　児童委員相互の連携の強化及び任務の遂行に必要な知識、
技術の向上を図るため、民生委員法 (昭和23年法律第198号)
第20条の規定に基づき組織された民生委員協議会ごとに児
童委員協議会を組織するとともに、具体的事例に即した事例
研究等を行い、その資質の向上を図るなど、その活動の充実
強化を図る。
　児童委員協議会は、児童委員相互の連絡をはかり、児童福
祉のため各種の協議を行うために、民生委員協議会の開催と
同時に開催することが望ましい。
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関連機関一覧
□総合的な相談窓口

□社会福祉協議会

福祉事務所

都道府県、
市区町村
社会福祉協議会
（社協）

児童相談所

保健所、
保健センター

児童家庭
支援センター

連絡先（名称）：　　　　　　　　　　

電話番号 :　
担当者：

連絡先（名称）：　　　　　　　　　　

電話番号 :　
担当者：

連絡先（名称）：　　　　　　　　　　

電話番号 :　
担当者：

連絡先（名称）：　　　　　　　　　　

電話番号 :　
担当者：

連絡先（名称）：　　　　　　　　　　

電話番号 :　
担当者：

福祉行政の総合窓口で都道府県および市が設置しています（町村は任
意設置）。住民のさまざまな相談支援を行なう社会福祉主事が配置さ
れています。生活保護制度の申請窓口であるほか、身体障がい者手帳、
知的障がい者療育手帳の申請窓口でもあります。

社会福祉協議会は、地域の福祉推進の中核的団体としてすべての都道
府県、市区町村に設置されています。公私の福祉関係者の参加・協力
のもと、さまざまな福祉サービスを実施しています。
特に低所得世帯等への「生活福祉資金貸付事業」は、都道府県社協を
実施主体として、市区町村社協が実際の相談や申請の窓口となってい
ます。

18歳に満たないすべての児童を対象とし、児童やその保護者への支
援を行なう児童福祉の専門機関です。都道府県・指定都市および一部
の中核市に設置されており、児童福祉司や児童心理司といった専門性
ある職員が配置されています。
養育や保健、障がい、健全育成など幅広い相談支援に対応します。児
童虐待に関する通告先であるほか、状況によっては親子分離による一
時保護も行ないます。

保健所は地域保健の専門的・広域的な拠点として都道府県・指定都市
等に設置されています。保健センターは市町村ごとに設置され、より
住民の身近なところで保健事業等を担っています。
いずれも保健師が配置され、住民からの相談に応じ、保健所では妊婦
や乳児に対する健康診査や保健指導を実施しています。

児童虐待や不登校、発達障がい児等に対するケアなど、専門的支援が
必要な子ども、子育て家庭に対し、早期に支援を行なうため、市町村
の子ども家庭支援体制を補完する児童福祉の専門機関です。全国の児
童養護施設を中心とする児童福祉施設に設置（併設）されています。

□不登校、ひきこもり、少年非行に対する支援

教育支援センター
（適応指導教室）

連絡先（名称）：　　　　　　　　　　

電話番号 :　
担当者：

市町村の教育委員会が設置するものです。不登校児童生徒の集団生活
への適応や情緒の安定、基礎学力の補完、基本的生活習慣の改善等の
ための相談・適応指導を行なうことにより、その学校復帰を支援し、
不登校児童生徒の社会的自立を支援します。

※ご地元の該当機関の連絡先等を記入し、ご活用ください。
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□妊娠、出産、子育ての支援

□障がい児の支援

□ DV被害者への支援

女性健康
支援センター

児童発達
支援センター

婦人相談所

配偶者暴力相談
支援センター

子育て世代
包括支援センター
（母子健康包括
支援センター）

発達障がい者
支援センター

ひきこもり
地域支援センター

少年
サポートセンター

連絡先（名称）：　　　　　　　　　　

電話番号 :　
担当者：

連絡先（名称）：　　　　　　　　　　

電話番号 :　
担当者：

連絡先（名称）：　　　　　　　　　　

電話番号 :　
担当者：

連絡先（名称）：　　　　　　　　　　

電話番号 :　
担当者：

連絡先（名称）：　　　　　　　　　　

電話番号 :　
担当者：

連絡先（名称）：　　　　　　　　　　

電話番号 :　
担当者：

連絡先（名称）：　　　　　　　　　　

電話番号 :　
担当者：

連絡先（名称）：　　　　　　　　　　

電話番号 :　
担当者：

都道府県・指定都市等に設置され、保健師等による婦人科的疾患およ
び更年期障がい、出産についての悩み、不妊等、女性の健康に関する
一般的事項に関する相談指導を行ないます。各地で設置が進められつ
つあります。

地域の障がいのある児童を通所させて、日常生活における基本的動作
の指導、自活に必要な知識や技能の付与、集団生活への適応のための
訓練を行なう施設で、利用には市町村への申請が必要です。

売春を行なう恐れがある女子や、配偶者の暴力・DV（ドメスティック・
バイオレンス）を受けている女性の相談やカウンセリング、調査指導、
一時保護などを行なう施設です。各都道府県に設置され、専門の資格
を有する婦人相談員等が相談にあたります。

配偶者からの暴力の防止、および被害者の保護を図るための相談支援
や一時保護、自立生活に向けた支援等を行ないます。都道府県が設置
する婦人相談所やその他の適切な施設、さらに市町村が設置する機関
がその機能を果たしている場合もあります。

保健師や助産師、ソーシャルワーカー等を設置し、妊娠から出産、子
育てまで一貫して幅広い相談支援に対応する施設です。おおむね平成
32年度末までに地域の実情等を踏まえながら全国の市町村に設置す
ることが目標とされています。

発達障がい児（者）への支援を総合的に行なうことを目的とした専門
的機関です。都道府県・指定都市、または都道府県知事等が指定した
社会福祉法人、特定非営利活動法人等が運営しています。発達障がい
児（者）とその家族の地域生活を支援するため、保健、医療、福祉、
教育、労働などの関係機関と連携し、地域における総合的な支援ネッ
トワークを構築しながら、さまざまな相談支援、指導を行ないます。

ひきこもりの状態にある本人やその家族のための相談窓口として都道
府県、指定都市に設置・運営されています。社会福祉士、精神保健福
祉士、臨床心理士等のひきこもり支援コーディネーターを中心に、地
域の関係機関とのネットワークにより相談支援にあたります。

都道府県警察が設置するもので、警察官、少年警察補導員、少年心理
専門官（臨床心理士）が配置され、子どもを非行や犯罪被害から守る
活動、非行少年の立ち直り支援などを行ないます。

□不登校、ひきこもり、少年非行に対する支援
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